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薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

１  　 この暫定指針は、 今後新たに着手する薬液注入工法による国土交通省所管

の建設工事に適用するものであること 。

２  　 この暫定指針は、 現段階においては、 薬液の地中での性質が必ずし も明ら

かでないものがあること にかんがみ、 安全性重視の観点に立って、 その性質

が明確になるまでの間、 薬液の種類を限定すること と し たが、 今後研究の進

展に伴い、 その見直しを行う ものであること 。

３  　 現在、 薬液の注入を一時中止している工事の再開については、 次の各号に

定めると ころによること 。

⑴ 　 周辺の井戸水に関し 、 別表１ に掲げる検査項目について、 同表の検査方

法により 、 検査を行い、 その測定値が同表に掲げる水質基準に適合してい

るか否かを確認すること 。 この場合において、 同基準に適合していないも

のがあると きは、 簡易水道の敷設等飲料水の確保に関し代替措置を講ずる

こと 。

⑵ 　 再開工事において使用する薬液は、 水ガラス系の薬液で劇物又は弗素化

合物を含まないものに限るものとすること 。

⑶ 　 再開工事の施工については別添暫定指針第３ 章の、 また、 同工事の施工

に伴い地下水等の水質の監視については同第４ 章の例によること 。

⑷ 　 この暫定指針でその使用を認められていない薬液を注入した地盤を掘削

すること と なる場合においては、 次によること 。

イ　 掘削残土の処分にあたっては、 地下水等をし ゃ断すること 。

ロ 　 地下水等の水質の監視については、 別表１ に定める検査項目、 検査方

法及び水質基準により行う こ と 。 この場合において、 採水回数は、 薬液

注入完了後１ 年間、 １ 月に２ 回以上行う ものとする。

ハ 　 排出水の処理にあたっては、 別表２ の基準に適合するよう に行う こ

と 。

４  　 なお、 この暫定指針においては、 工事施工中緊急事態が発生し 、 応急措置

と して、 行う ものについては適用除外とすること と したが、 この通知の趣旨

にかんがみ安全性の確保に努め、 特に地下水等の水質の事後の監視について

は、 上記３ の⑷に準じて厳重に行う こと 。
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別表－１

水　 質　 基　 準

薬液の種類 検査項目 検　 査　 方　 法 水質基準 備　 　 　 　 　 考

水ガラス系 水素イオン

濃度

水質基準に関する省令

（ 昭和41年厚生省令第11

号。 以下「 厚生省令」 と

いう 。） 又は日本工業規格

K0102の８ に定める方法

pH値8.6以下で

あること。

過マンガン

酸カリウム

消費量

厚生省令に定める方法 10ppm以下で

あること。
薬液成分と し て有

機物を含むも のに

限る。

弗 素 厚生省令に定める方法 0.8ppm以下で

あること。

薬液成分と し て弗

素化合物を含むも

のに限る。

尿 素 系 ホルムア

ルデヒ ド

日本薬学会協定衛生試

験法のうち保存料試験法

の17． b－１ による方法

検出されない

こと。

アクリ ルア

ミ ド 系

アク リ ル

アミ ド

ガスク ロマト グラ フ 法

（ 試料を10倍に濃縮し 、

炎イオン化検出器を用い

て測定するものに限る。）

検出されない

こと。

リグニン系 ６ 価クロム 厚生省令に定める方法 0.05ppm以下

であること 。

注） 検出されないこと とは、 定量限界以下をいう 。

定量限界は、 次のとおり である。

ホルムアルデヒ ド 　 0.5ppm

アクリ ルアミ ド 　 　 0.1ppm
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別表－２

排　 水　 基　 準

薬液の種類 検査項目 検　 査　 方　 法 水質基準 備　 　 　 　 　 考

水ガラス系 水素イオン

濃度

日本工業規格K0102の

８ に定める方法

排水基準を定め

る総理府令（ 昭

和46年 総 理 府

令第35号。 以下

「 総理府令」 と

いう 。） に定め

る一般基準に適

合すること。

生物化学的

酵素要求量

又は化学的

酸素要求量

日本工業規格K0102の

16又は13に定める方法

総理府令に

定める 一般

基準に適合

すること 。

薬液成分と し て有

機物を含むも のに

限る。

弗 素 日本工業規格K0102の

28に定める方法

総理府令に定め

る一般基準に適

合すること 。

薬液成分と し て弗

素化合物を含むも

のに限る。

尿 素 系 水素イオン

濃度

日本工業規格K0102の

８ に定める方法

総理府令に定め

る一般基準に適

合すること 。

ホルムア

ルデヒ ド

日本薬学会協定衛生試

験法のう ち保存料試験

法 の17． b－ １ に よ る

方法又は日本工業規格

K0102の21に定める方法

５ ppm以下で

あること。

アク リ ルア

ミ ド 系

アク リ ル

アミ ド

ガスク ロマト グラ フ 法

（ 炎イオン化検出器を用

い測定するものに限る。）

１ ppm以下で

あること。

リグニン系 ６ 価クロム 日本工業規格K0102の

51． ２ ．１ に定める方法

総理府令に定め

る一般基準に適

合すること 。
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第１ 章　 総　 　 　 　 　 則

１ －１ 　 目　 的

　 この指針は、 薬液注入工法による人の健康被害の発生と地下水等の汚

染を防止するために必要な工法の選定、 設計、 施工及び水質の監視につ

いての暫定的な指針を定めること を目的とする。

１ －２ 　 適用範囲

　 この指針は、 薬液注入工法による建設工事に適用する。

　 ただし 、 工事施工中緊急事態が発生し 、 応急措置と し て行う ものにつ

いては、 適用しない。
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１ －３ 　 用語の定義

　 この指針において、 次に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定

めると ころによる。

⑴　 薬液注入工法

　 薬液を地盤に注入し 、 地盤の透水性を減少させ、 又は地盤の強度を

増加させる工法をいう 。

⑵　 薬　 液

　 次に掲げる物質の一以上をその成分の一部に含有する液体をいう 。

イ　 けい酸ナト リ ウム

ロ　 リ グニン又はその誘導体

ハ　 ポリ イソシアネート

ニ　 尿素・ ホルムアルデヒ ド 初期縮合物

ホ　 アクリ ルアミ ド

第２ 章　 薬液注入工法の選定

２ －１ 　 薬液注入工法の採用

　 薬液注入工法の採用は、 あらかじめ２ －２ に掲げる調査を行い、 地盤

の改良を行う 必要がある箇所について他の工法の採用の適否を検討した

結果、 薬液注入工法によらなければ、 工事現場の保安、 地下埋設物の保

護、 周辺の家屋その他の工作物の保全及び周辺の地下水位の低下の防止

が著し く 困難であると認められる場合に限るものとする。

２ －２ 　 調　 査

　 薬液注入工法の採用の決定にあたって行う 調査は、 次のと おり と す

る。

⑴　 土質調査

　 土質調査は、 次に定めると ころに従って行う ものとする。

イ  　 原則と し て、 施工面積1,000平方メ ート ルにつき１ 箇所、 各箇所

間の距離100メ ート ルを超えない範囲でボーリ ングを行い、 各層の

資料を採取して土の透水性、 強さ等に関する物理的試験及び力学的

試験による調査を行わなければならない。

ロ 　 河川の付近、 旧河床等局部的に土質の変化が予測される箇所につ

いては、 イに定める基準により も密にボーリ ングを行わなければな

らない。

ハ 　 イ、 又はロにより ボーリ ングを行った各地点の間は、 必要に応じ

サウンディ ング等によって補足調査を行い、 その間の変化をは握す
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るよう に努めなければならない。

ニ 　 イからハまでにかかわらず、 岩盤については、 別途必要な調査を

行う ものとする。

⑵　 地下埋設物調査

　 地下埋設物調査は、 工事現場及びその周辺の地下埋設物の位置、 規

格、 構造及び老朽度について、 関係諸機関から資料を収集し 、 必要に

応じつぼ掘により 確認して行う ものとする。

⑶　 地下水位調査

　 地下水位調査は、 工事現場及びその周辺の井戸等について、 次の調

査を行う ものとする。

イ　 井戸の位置、 深さ 、 構造、 使用目的及び使用状況

ロ 　 河川、 湖沼、 海域等の公共用水域及び飲用のための貯水池並びに

養魚施設（ 以下「 公共用水域等」 と いう 。） の位置、 深さ 、 形状、

構造、 利用目的及び利用状況

２ －３ 　 使用できる薬液

　 薬液注入工法に使用する薬液は、 当分の間水ガラス系の薬液（ 主剤が

けい酸ナト リ ウムである薬液をいう 。 以下同じ 。） で劇物又は弗素化合

物を含まないものに限るものとする。

第３ 章　 設計及び施工

３ －１ 　 設計及び施工に関する基本的事項

　 薬液注入工法による工事の設計及び施工については、 薬液注入箇所周

辺の地下水及び公共用水域等において、 別表－１ の水質基準が維持され

るよう 、 当該地域の地盤の性質、 地下水の状況及び公共用水域等の状況

に応じ適切なものと しなければならない。

３ －２ 　 現場注入試験

　 薬液注入工事の施工にあたっては、 あらかじめ、 注入計画地盤又はこ

れと同等の地盤において設計どおり の薬液の注入が行われるか否かにつ

いて、 調査を行う ものと する。

３ －３ 　 注入にあたっての措置

⑴ 　 薬液の注入にあたっては、 薬液が十分混合するよう に必要な措置を

講じなければならない。

⑵ 　 薬液の注入作業中は注入圧力と注入量を常時監視し 、 異常な変化を

生じた場合は、 直ちに注入を中止し 、 その原因を調査して、 適切な措

置を講じなければならない。
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⑶ 　 地下埋設物に近接し て薬液の注入を行う 場合においては、 当該地下

埋設物に沿って薬液が流出する事態を防止するよう 必要な措置を講じ

なければならない。

３ －４ 　 労働災害の発生の防止

　 薬液注入工事及び薬液注入箇所の掘削工事の施工にあたっては、 労働

安全衛生法その他の法令の定めると ころに従い、 安全教育の徹底、 保護

具の着用の励行、 換気の徹底等労働災害の発生の防止に努めなければな

らない。

３ －５ 　 薬液の保管

　 薬液の保管は、 薬液の流出、 盗難等の事態が生じないよう に厳正に行

わなければならない。

３ －６ 　 排出水等の処理

⑴ 　 注入機器の洗浄水、 薬液注入箇所からの漏水等の排出水を公共用水

域へ排出する場合においては、 その水質は、 別表－２ の基準に適合す

るものでなければならない。

⑵ 　 ⑴の排出水の排出に伴い排水施設に発生した泥土は、 廃棄物の処理

及び清掃に関する法律その他の法令の定めると ころに従い、 適切に処

分しなければならない。

３ －７ 　 残土及び残材の処分方法

⑴ 　 薬液を注入した地盤から発生する掘削残土の処分にあたっては、 地

下水及び公共用水域等を汚染することのないよう 必要な措置を講じな

ければならない。

⑵ 　 残材の処理にあたっては、 人の健康被害が発生することのないよう

措置しなければならない。

第４ 章　 地下水等の水質の監視

４ －１ 　 地下水等の水質の監視

⑴ 　 事業主体は、 薬液の注入による地下水及び公共用水域等の水質の汚

濁を防止するため、 薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用水域等の水

質の汚濁の状況を監視しなければならない。

⑵ 　 水質の監視は、 ４ －２ に掲げる地点で採水し 、 別表－１ に掲げる検

査項目について同表に掲げる検査方法により 検査を行い、 その測定値

が同表に掲げる水質基準に適合しているか否かを判定することにより

行う ものと する。

⑶ 　 ⑵の検査は、 公的機関又はこれと同等の能力及び信用を有する機関
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において行う ものとする。

４ －２ 　 採水地点

　 採水地点は、 次の各号に掲げると ころにより 選定するものとする。

⑴ 　 地下水については、 薬液注入箇所及びその周辺の地域の地形及び地

盤の状況、 地下水の流向等に応じ 、 監視の目的を達成するため必要な

箇所について選定するものとする。 この場合において、 注入箇所から

おおむね10メ ート ル以内に少なく と も数箇所の採水地点を設けなけれ

ばならない。

　 なお、 採水は、 観測井を設けて行う ものと し 、 状況に応じ既存の井

戸を利用し ても差し支えない。

⑵ 　 公共用水域等については、 当該水域の状況に応じ 、 監視の目的を達

成するため必要な箇所について選定するものとする。

４ －３ 　 採水回数

　 採水回数は、 次の各号に定めると ころによるものとする。

⑴　 工事着手前　 １ 回

⑵　 工　 事　 中　 毎日１ 回以上

⑶　 工事終了後　 イ  　 ２ 週間を経過するまで毎日１ 回以上（ 当該地域に

おける地下水の状況に著しい変化がないと認められ

る場合で、 調査回数を減じても監視の目的が十分に

達成されると判断されると きは、 週１ 回以上）

ロ  　 ２ 週間経過後半年を経過するまでの間にあっ て

は、 月２ 回以上

４ －４ 　 監視の結果講ずべき措置

　 監視の結果、 水質の測定値が別表－１ に掲げる水質基準に適合してい

ない場合又は、 そのおそれのある場合には、 直ちに工事を中止し 、 必要

な措置をと らなければならない。
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別表－１

水　 質　 基　 準

薬液の種類 検査項目 検　 査　 方 法 水　 質　 基　 準

水

ガ

ラ

ス

系

有機物を

含ま な い

もの

水素イ オ ン

濃度

水質基準に関する 省令

（ 昭和42年厚生省令第11

号。 以下「 厚生省令」 と

いう 。） 又は日本工業規格

K0102の８ に定める方法

pH値8.6以下（ 工事直前の

測定値が8.6を 超える と き

は、 当該測定値以下） で

あること 。

有機物を

含むもの

水素イオン濃度 同　 　 　 上 同　 　 　 上

過マ ン ガ ン

酸カ リ ウ ム

消費量

厚生省令に定める方法 10ppm以下（ 工事直前の測定

値が10ppmを 超える と き は、

当該測定値以下） であること。

別表－２

排　 水　 基　 準

薬液の種類 検査項目 検　 査　 方 法 排　 水　 基　 準

水

ガ

ラ

ス

系

有機物を

含ま な い

もの

水素イ オ ン

濃度

日本工業規格K0102の８

に定める方法

排水基準を定める総理府

令（ 昭和46年総理府令第

35号） に定める一般基準

に適合すること 。

有機物を

含むもの

水素イオン濃度 同　 　 　 上 同　 　 　 上

生物化学的

酸素要求量

又は化学的

酸素要求量

日本工業規格K0102の16

又は13に定める方法

排水基準を定める総理府

令に定める一般基準に適

合すること 。
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